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吉賀町結婚新生活支援事業

　【目的】

　　結婚し新生活をする世帯に対し、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用及び住宅賃貸並びに引越費用を

　　助成することにより、婚姻数の増加を図り、少子化対策の推進につながることを目的とする。

　【対象世帯】

　　次の要件をすべて満たす世帯

　　①令和６年１月１日から令和７年３月３１日までに入籍した世帯

　　②ご夫婦の所得を合わせて５００万円未満

　　　※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除

　　③ご夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下の世帯

　

　【対象経費】

　　＜新居の住宅費＞

　　　・新居の購入費

　　　・新居の家賃、敷金・礼金、共益費。仲介手数料

　　　・新居のリフォーム費用

　　　※勤務先から住居手当が支給されている場合は住宅手当分は補助の対象外。

　　＜新居への引越費用＞

　　　・引越業者や運送業者に支払った引越費用

　【助成の範囲】

　　１世帯当たり３０万円を上限。

　　ただし、婚姻届出日において夫婦の双方が２９歳以下である夫婦については６０万円を上限。

　【助成期間】

　　助成金の交付を初めて受けた日から令和７年３月３１日まで。

　　ただし、交付決定を受け、受給額が上限に達していない夫婦については、

　　交付決定日の翌年度の４月１日から３月３１日までを継続助成の対象期間とする。

　【問合せ先】

　　吉賀町役場保健福祉課　☎７７―１１６５
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イベント

吉賀町誕生２０周年記念 

　　　　　　第２０回よしか・夢・花・マラソン テント村出店募集のお知らせ

　『吉賀町誕生２０周年記念 第２０回よしか・夢・花・マラソン』を開催します。

　会場内テント村に出店してくださる方を募集します。参加者見込み数は６００名程度です。

　【日　　　時】　４月２７日（日）※雨天決行

　【会　　　場】　吉賀町六日市基幹集落センター前周辺

　【出店条件等】　・来場者に明るく誠意をもって接していただけること。

　　　　　　　　・各店舗スペース：テント１張り分（テントは各自ご用意ください）。

　　　　　　　　・売上につきまして、大会事務局では一切の責任を負いません。

　【お申込み先】　下記ＱＲより申込フォームに接続し、必要事項をご記入のうえお申込みください。

　【締　　　切】　３月１１日（火）

　【お問合せ先】　吉賀町教育委員会内 よしか・夢・花・マラソン実行委員会事務局　☎７７―１２８５

児童手当制度の改正について

　令和６年１０月から児童手当が拡充されました。

　申請が必要となる方で、まだ申請がお済みでない方は、申請をお願いします。

　【拡充内容】

　　（１）所得制限が撤廃されました

　　（２）支給対象が高校生年代まで拡大されました

　　（３）第３子以降の支給額が月３万円に増額となりました

　　（４）支払月が年６回になりました

　【申請が必要な方】

　　（１）中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方

　　（２）所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給していない方

　　（３）大学生年代の子を養育しており、その子を含めて３人以上の子を養育している方

　　　　 ※公務員の方は勤務先に申請してください。

　【申請期限】

　　令和７年３月３１日（月）

　【問合せ先】

　　保健福祉課　☎７７－１１６５
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幼児健診

　【日時・会場】　３月２５日（火）　１３時～　吉賀町保健センター

　【対　象　児】　１歳６ヶ月児（Ｒ５．８～９月生）

　　　　　　　　　　　２歳児（Ｒ４．１０～１１月生）

　　　　　　　　　　　３歳児（Ｒ３．１０～１１月生）

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

子どもとお母さんの健康

妊婦・乳幼児健康相談

　【日時・会場】　３月１１日（火）　かきのき保育所　　　１０時～１１時３０分

　　　　　　　　３月２５日（火）　吉賀町保健センター　１０時～１１時３０分

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

きらきら広場　※要予約

　【日時・会場】　３月１２日（水）１０時～１２時　吉賀町保健センター

　【内　　　容】　お子さんと保護者を対象に、製作遊びや集団遊びをします。

　　　　　　　　専門スタッフへの子育て相談もできます。

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５

　　　　　　※予約制です。４日前までに申し込みをお願いします。

相談

特設人権相談所の開設について

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を受けます。相談は無料で秘密は守ります。

　お困りのことがありましたら、ご相談ください。予約はいりません。

　【開設日時】　３月２１日（金）９時～１２時

　【相談場所】　吉賀町福祉センター

　益田人権擁護委員協議会／松江地方法務局益田支局　☎０８５６－２２―０４２９

司法書士無料法律相談について

　遺産相続、遺言、不動産売買、名義変更、お金の貸し借り、ローンの返済、裁判、調停、成年後見等高齢

　者の財産管理、悪質商法など、さまざまな法律相談に応じます。

　【電話相談】※随時受付

　　＜連 絡 先＞　０８５２－６０－９２１１

　　＜受付期間＞　月・火・木　正午～１５時まで

　【面談相談】※完全予約制

　　＜日　　時＞　４月１７日（日）１３時～１７時まで

　　＜面談場所＞　益田市人権センターあすなろ館（益田市須子町３－１）

　　＜予約方法＞　電話相談と同じ連絡先に電話して予約を行ってください。
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大人の健康

ひきこもり相談　※要予約

　【日　時】　３月１８日（火）

　【内　容】　子ども若者支援センターの職員が相談に応じます。

　【予約先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２

　　　　　　ご希望の方は３月１３日（木）までにお申し込みください。

障がい者就労相談会（エスポア）　※要予約

　【日時・会場】　３月２７日（木）　吉賀町保健センター

　【予　約　先】　益田障がい者就労生活支援センター　☎０８５６―２３―７２１８

　　　　　　　　ご希望の方は ３月２１日（金）までにお申し込みください。

松ヶ丘病院通院送迎バス（３日前までに予約必要）

　【３月の運行日】　６日（木）　１０日（月）　２１日（金）　２４日（月）

　【申　　込　　先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２

行き 帰り

　８時３０分　発 六日市庁舎 １１時３０分　発 病院

　８時５０分 七日市駅 １２時４０分 柿木庁舎

　９時０５分 柿木庁舎 １２時５０分 七日市駅

１０時００分　着 病院 １３時００分　着 六日市庁舎

はじめの一歩

　【日時・会場】　３月７日（金）１４時～１５時３０分　吉賀町保健センター

　【内　　　容】　来年度の計画について話し合い

　　　　　　　　　※個別相談も受けられます

　　　　　　　　　　ご希望の方は、よしかの里　相談支援事業所　パレットまで　☎７７－１５５２

仲間の会のつどい

　何らかの困難や問題、悩みを抱えた人が、同様な問題を抱えている個人や家族と共に当事者同士の自発的

　なつながりで結びついたのが仲間の会です。

　【日時・会場】　３月１５日（土）１０時～１１時４０分　吉賀町福祉センター

　【内　　　容】　心の輪を広げ隊体験発表、おんぷらんと（こびとのサーカス）公演

　　　　　　　　※送迎バスも運行します（予約制）参加申し込み締め切りは３月７日（金）まで

　【申　込　先】　役場保健福祉課
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介護予防教室

　【問合せ先】　吉賀町地域包括支援センター　☎７７―３１２３

　　　　　　　役場保健福祉課　　　　　　　☎７７－１１６５

ストレッチ教室

日時 会場 送迎予約〆切日

３月　７日（金）１０時～１１時 柿木公民館 ３月　３日（月）

３月１１日（火）１０時～１１時 七日市公民館 ３月　６日（木）

３月１８日（火）１０時～１１時 吉賀町保健センター ３月１３日（木）

　【内　容】　ゴムバンドを使ったストレッチ、トレーニングなど

　【持参物】　お茶などの飲み物、ストレッチマットまたは大きめのバスタオル、タオル 1枚

骨折・転倒予防教室

　【日時・会場】　３月６日（木）　１３時３０分～１４時３０分　吉賀町福祉センター

　【内　　　容】　転倒や骨折をしにくい体づくりを目指した家でできる体操の指導など

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、（お持ちの方は）よしか・元気ノート

　　　　　　　　動きやすい服装でお越しください。

からだ爽快教室　～お楽しみ会～

　【日時・会場】　３月１４日（金）１３時３０分～１５時　吉賀町福祉センター

　【内　　　容】　青山譲二さんによるミニコンサート等、様々な楽しいことを企画しています。

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、（お持ちの方は）よしか・元気ノート

テーミル運動教室

　【日　　　時】　３月１３日（木）、２７日（木）　いずれも１３時３０分～１５時

　【会　　　場】　吉賀町福祉センター

　【講　　　師】　小川恵子さん（セントラルスポーツインストラクター、吉賀町食改員）

　【会　　　費】　会員月１，０００円、準会員１回５００円

　　　　　　　　飲みもの、室内運動靴、タオル、バスタオルを持参してください。

　　　　　　　　筋力アップ、運動不足解消に、ぜひご参加ください。

　【申　込　先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

断酒会鹿足例会

　【日時・会場】　３月２６日（水）　１９時～２１時　吉賀町ふれあい会館

　※お酒をやめ続けるための会です。お気軽にご参加ください。
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住宅

県営　【申込受付】随時受付けています。

　【募集団地】溝上団地（六日市）　２ＤＫ、３ＤＫ

　【問合せ先】島根県住宅供給公社　益田住宅管理事務所　☎０８５６－３１－１５３０

町営　【申込締切】３月５日（水）１７時まで

　■公営住宅樋口団地（樋口４７５番地２）平成１１年度建築　木造平屋建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】２戸（１０２号室・１０３号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅六日市団地（六日市２５４番地１）平成１２年度建築　耐火構造３階建　３ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１３３号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅沢田団地（沢田１５３番地）令和２年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（８０１号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅新横立団地（七日市８５６番地）平成７年度建築　木造２階建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】５戸（２２４号室・２２５号室・２２７号室・２３２号室・２３３号室）

　　　　【使用料】所得により決定

　■公営住宅横立団地（七日市８６０番地１）令和４年度建築　木造２階建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（６号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅横立団地（七日市８６０番地１）令和５年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】３戸（９号室・１０号室・１１号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅とびのこ山団地（柿木２４５番地）平成２７年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（２０２号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅柳原団地（柿木１９４番地）昭和５７年度建築　組立コンクリートパネル造２階建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１０号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅　柳原第２団地（柿木１２８番地）　平成２２年度建築　木造２階建　３ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１０７号室）　【使用料】所得により決定

　■定住促進住宅　若者樋口団地（樋口４７５番地２）平成１４年度建築　木造平屋建　１ＤＫ

　　　　【募集戸数】２戸（３０３号室、３０４号室）　【使用料】月額３５，０００円　

　　　　【入居資格】入居時４０歳以下

　■定住促進住宅　溝上団地（六日市２４５番地１）昭和５６年度建築　鉄筋コンクリート造　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】３戸（１１１号室・２１１号室・２２３号室）

　　　　【使用料】月額３５，０００円
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